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『角川日本史辞典』角川書店 『歴史のなかの大地動乱』（岩波新書）岩波書店 (一部改編 )

漫画に描かれた藤原良相像
『少年少女日本の歴史４』「平安京の人びと」 小学館（一部改編）  

藤原氏系図
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貞観9年(867) 10月10日条

「藤原良相薨伝」

貞観8年(866) 3月23日条

「西三条第行幸」

閏3月１日条

「染殿行幸」

閏3月10日条

「応天門炎上」

貞観2年(860) 4月25日条  貞観元年(859) 4月18日条

「皇太后藤原順子滞在」

文献にみる関連資料（上『新訂増補 国史大系 日本三代実録』前篇　吉川弘文館、下『今昔物語集　本朝部〈上〉 』　巻第 14 の第 42　岩波文庫　岩波書店）
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藤原良相・西三条第関係年表

＊ゴチックは藤原良相薨伝の記事。「  」は銭貨・木簡

承和元年（834）	 禁中侍。右兵衛大尉拝。内蔵助遷。

	 「承和昌寳」（承和２年　１区地山上）

承和５年（838）	 従五位下授。

承和６年（839）	 頭転。因幡守兼。

	 小頃　左兵衛少将遷。内蔵頭。因幡守故如。

承和８年（841）	 従五位上授。

承和９年（842）	 ７月 15 日　嵯峨上皇が嵯峨院で崩御する

	 ７月 17 日　伴健岑、橘逸勢らが謀反。（承和の変）

	 ７月 23 日　藤原良相、近衛兵 40 人を率いて皇太子の直曹を守る。

承和 10 年（843）	正五位下加。阿波守遷。内蔵頭、左兵衛少将故如。

承和 13 年（846)	従四位下至。中将転、余官故如。

嘉祥元年（848）	 参議拝。                              　　　　  「長年大寳」（嘉祥元年　池 250　２枚）

嘉祥２年（849）	 相模守兼。

	 秋　右大弁拝。相模守故如。

嘉祥３年（850）	 ３月　文徳天皇が即位し、惟仁親王が立太子、藤原順子が皇太夫人。

	 従四位上授。

	 数月　正四位下加。陸奥出羽案察使尋領。未幾。左大弁兼春宮大夫遷。

仁寿元年（851）	 従三位授。権中納言拝。

仁寿４年（854）	 大納言兼右近衛大将転。藤原順子が皇太后。

斉衡二年（855）	 正三位進。

斉衡四年（857）	　右大臣拝。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「斉衡四年」題箋木簡（西側の池出土）

天安元年（857）	 従二位授。遷左近衛大将。

	 ２月　藤原良房が太政大臣になる。

天安２年（858）	 ８月　文徳天皇が没し、清和が即位。

貞観元年（859）	 正二位授。

貞観元年（859）	 ４月 18 日　皇太后藤原順子が東宮より西三条第に遷御。

	 「饒益神寳」（貞観元年　池 250、１枚）

貞観２年（860）	 ４月 25 日　皇太后藤原順子は１年間滞在した東五条第に帰る。

貞観３年（861）	 正月　藤原順子が天台座主円仁を戒師として出家。

貞観６年（864）	 正月　藤原順子が太皇大后宮となる。

貞観８年（866）	 ３月 23 日　清和天皇が藤原良相の西三条第（百花亭）に行幸。

	 閏３月１日　清和天皇が藤原良房の染殿に行幸。

	 閏３月 10 日　応天門と左右の楼閣が焼亡（応天門の変）。

	 ８月３日　大宅鷹取が申し出て伴善男が放火犯となる。

	 ８月 19 日　藤原良房が摂政になる。

	 12 月８日　藤原良相、表を抗し、職解を請う。

	 12 月 11 日　藤原良相、重て表を抗し言う。

	 12 月 13 日　藤原良相、重て表を抗し言う。

貞観９年（867）	 10 月初　直廬に病を得、里第に退く。

	 10 月 10 日　藤原良相没（55 才）。

貞観 10 年（868）	１月 16 日　藤原常行が讃岐守に任じられる（貞観 12 年１月 13 日まで）

	 「貞観大寳」（貞観 12 年　池 250　３枚）

貞観 13 年（871）	９月 28 日　太皇大后藤原順子崩御し後山科陵に埋葬（63 才）。

貞観 17 年（875）	２月 17 日　藤原常行が没す（40 才）。

嘉保２年（1095）	散位従四位下大江公仲。配流の際の財産処分状が作成される。（『平安遺文』第 1338 号）
出土木簡
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西三条第　平安京の右京三条一

坊六町は、南北朝時代初期に洞
とう

院
いん

公
きん

賢
かた

が書き記した『拾
しゅうがいしょう

芥抄』「西京

図」に「西三條」の書き込みがあり、

平安時代前期の公卿、藤
ふじわらのよしみ

原良相（813

～ 867）の邸宅「西三条第」推定地

とされてきました。2011 年に六町

北東部を調査したところ池が見つ

かり、大量の遺物が出土しました。

その中に「三
さんじょういんつりどのたかつき

条院釣殿高坏」と墨

書した土器があり、調査地が史料

にみえる「西三条第」であること

がほぼ確実となりました。平安京

内の邸宅跡で、出土資料によって

邸宅名が特定できたのは初めての

ことです。

西三条第については、『日本三代

実録』に３回登場します。貞観元

年（859）４月 18 日条、貞観２年

（860）４月 25 日条、貞観８年（866）

３月 23 日条で、はじめの２回の史

料は、良相の実姉、藤原順
のぶ

子
こ

（皇

太后、仁明天皇皇后、文徳天皇生母）

が約１年間滞在したことが記され

ています。３回目の史料は、清和

天皇が当邸に行幸し、桜花を観望

したり、文人を集めて「百花亭」

の詩を詠んだとあり、９世紀後半

の早い段階に当邸が盛んに用いら

れたことがわかります。

「三条院釣殿高坏」墨書高杯　こ

の高杯は池の西岸で多くの遺物に

混じって出土しました。杯部の上

面に「三条院釣殿高坏」と墨書し

てあり、「所在地・使用場所・器形」

が記された、本当にありがたい土

器です。

ところで、墨書の文字は「西三

条第」が「三条院」となっていま

すが、これは皇太后藤原順子が約

１年間当地に滞在したため「院」

の文字が用いられたとみられます。

つまり当地が皇太后御所となって

いたため、三条院と称することが

許されたのでしょう。

「斉衡四年」木簡　三条院につい

ては、このたび改めて重要な発見

がありました。2002 年の調査で、

池の中から題
だい

箋
せん

木簡が出土しまし

た。当時「斉
さいこう

衡四年三條」「□正倉

帳」と判読されましたが、改めて

注目したところ、□の部分は「院」

と判明し、「三条（條）院」の文字史

料がすでに出土していたことがわ

かったのです。斉衡４年（857）は

皇太后順子が当邸に滞在する２年

前に当たり、この時すでに「三條院」

と呼ばれていたことを示していま

す。２つの「三条（條）院」資料が

別地点から出土したことの意義は

大きいといえます。

釣殿の遺構　墨書土器が出土し

た池の西岸には礎石２基と抜取穴

が南北に並び、その東には柱穴も

並びます。つまり西側から池内に

及ぶ建物があり、池上には縁
えん

が造

られていたことまで推定できまし

た。これが「釣殿」の遺構である

ことは、一般的にいわれる寝殿造

建物配置からみても明らかです。

つまりこの墨書土器は、まさにこ

の場所で使われていたのです。

「政所」墨書高杯　先の墨書土器

のわずか東で、「政
まんどころ

所」と墨書され

た高杯も出土しました。墨書は七

角形に面取された脚部の２方向に

描かれています。「政所」とは、邸

宅内の事務その他を執行する家政

機関とされますが、ここで「三条院」

墨書土器といっしょに出土したと

発掘ニュース 105

「三条院釣殿高坏」
― 墨書土器から邸宅名が判明 ―

リーフレット京都　No.287（2012 年 12 月）
なると、当然皇太后御所との関連

が想定されます。つまり皇太后の

身辺の世話をする機関が付近に存

在し、そこで使われた土器がこの

高杯だったのでしょう。

西三条第の遺構　調査によって

西三条第北東部の様子が判明して

きました。長方形の大きな池があ

りました。この池の南西部には溝

が取り付き、西側の別の池に水を

流していました。建物は全般に小

さく、東西棟が南北に独立して配

置されました。池の西岸には釣殿

があり、その西側も柱穴があるこ

とから、広い床をもった建物が推

定できました。南西の建物は柱穴

が大きく、立派な建物であったと

推定できます。建物からは遠くが

望めたはずです。桜花の季節、こ

こから眺めれば、池越しにすばら

しい風景が広がっていたことでし

ょう。そこで文を能
よ

くする貴族た

ちを集めて詩が競わされました。

「百花亭」という美しい別称は、こ

のような場面から記録されたので

しょう。

	 （丸川義広）

http://www.kyoto-arc.or.jp
（財）京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館

　図１　西三条第北西部の遺構配置

「三条院釣殿高坏」墨書高杯 「政所」墨書高杯

 「斉衡四年」題箋木簡

池の西岸でみつかった釣殿の遺構（北東から）

釣殿


